
 

     規  則  名 

 

      理    由 

 

                    要          旨 

 

 奈良県立高等学校等処務

規程の一部改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 訓令で定義する職員に副

校長を加えるものである。 

 

 副校長の専決事項を明確

化するため、新規で運用に

ついての規定を制定するに

あたり、関連する訓令の条

文の整理を行い、改正をし

ようとするものである。 

 

採用にかかる内申の様式

を改正して、事務処理の効

率化を図ろうとするもので

ある。 

 

 

 

 

 

 

１ 定義で規定される職員に副校長を加える。 

（第２条関係） 

 

１ 副校長の専決事項の改正 

  副校長の専決事項について、あらかじめ定める者を校長から教育長

に改める。 

  また、副校長の専決事項のうち重要又は異例と認められる事項の取

扱については、本訓令から削除して別に定める。 

             （第４条の２関係） 

 

２ 職員の採用内申についての様式改正 

  職員の採用内申について、採用者一名ごとに提出する様式から、同

時期に採用される者は職ごとに一つの内申により提出する様式に改め

る。 

（第１号様式） 

 

３ 施行期日 

  公布の日から施行する。 

                                                （改正附則関係） 
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 奈良県⽴⾼等学校等処務規程の⼀部改正︵案︶新旧対照表 

 ︵定義︶ 第⼆条 この規程において次の各号に掲げる⽤

語の意義は︑それぞれ当該各号に定めるところ

による︒  ⼀ 略  ⼆ 職員 校⻑︑副校⻑︑教頭︑教諭︑養護教

諭︑栄養教諭︑講師︑事務職員その他⼀般職に

属する全ての職員(地⽅公務員法(昭和⼆⼗五

年法律第⼆百六⼗⼀号)第⼆⼗⼆条の⼆第⼀項

に規定する会計年度任⽤職員(以下﹁会計年度

任⽤職員﹂という︒)を除く︒)をいう︒ 

 三 略  第四条の⼆ 副校⻑は︑あらかじめ教育⻑が定め

るところにより︑校⻑の専決事項の⼀部につい

て専決することができる︒ 改   正   案 
 ︵定義︶ 第⼆条 この規程において次の各号に掲げる⽤

語の意義は︑それぞれ当該各号に定めるところ

による︒  ⼀ 略  ⼆ 職員 校⻑︑教頭︑教諭︑養護教諭︑栄養

教諭︑講師︑事務職員その他⼀般職に属する全

ての職員(地⽅公務員法(昭和⼆⼗五年法律第

⼆百六⼗⼀号)第⼆⼗⼆条の⼆第⼀項に規定す

る会計年度任⽤職員(以下﹁会計年度任⽤職員﹂

という︒)を除く︒)をいう︒ 
 三 略  第四条の⼆ 副校⻑は︑あらかじめ校⻑が定める

ところにより︑前条第⼀項各号に規定する校⻑

の専決事項の⼀部について専決することがで

きる︒ ２ 分校を置く奈良県⽴⾼等学校の副校⻑は︑前

項に規定する副校⻑の専決事項のほか︑あらか

じめ校⻑が定めるところにより︑前条第⼆項各

号に規定する校⻑の専決事項の⼀部について

専決することができる︒ 
３ 副校⻑は︑前⼆項の規定により校⻑が定める

専決事項のうち重要⼜は異例と認められる事

項については︑あらかじめ校⻑の指揮を受けて

処理するものとする︒ 現     ⾏ 



第１号様式 第１号様式第   号 第   号年 月 日 年 月 日奈良県教育委員会教育⻑ 殿 奈良県教育委員会教育⻑ 殿奈良県⽴   学校⻑ ⽒     名 奈良県⽴   学校⻑ ⽒     名職員の採用について（内申） 職員の採用について（内申）下記により採用されるよう本人の履歴書及び免許状の写しを添えて内申します。 下記により採用されるよう本人の履歴書及び免許状の写しを添えて内申します。採用予定者職名 氏名 年令 最終卒業学校 発令期日 担当教科 担当時間数 備考123456 給与7 （又は報酬）8910 注 「職名」「採用種」ごとに内申してください。注 任期付教員、補充教員の備考には、本務者の氏名とその休職等の期間を記してください。注 年令は採用される年度の翌年４月１日におけるものを記してください。
備考

担当教科職名氏名（年令）
最終卒業

定員 教諭  名   講師  名現員欠員

改     正     案
記

現         行
記現      在      数 採  用  予  定  者


